
千葉都市計画生産緑地地区の変更（千葉市決定） 

 

都市計画生産緑地地区中１０号武石町二丁目第１生産緑地地区ほか１１地区を次のように

変更する。 

 

名      称 
面 積 備   考 

番号 生 産 緑 地 名 

10 武石町二丁目 第１生産緑地地区 約 0.12ha 仮換地指定 △約 0.36ha 

86 千 種 町 第１４生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.65ha 

102 畑 町 第３生産緑地地区 約 0.49ha 一部廃止 △約 0.00ha 

154 小 中 台 町 第２生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.45ha 

161 小 中 台 町 第９生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.07ha 

162 小 中 台 町 第１０生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.11ha 

170 園 生 町 第４生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.44ha 

171 園 生 町 第５生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.29ha 

178 宮 野 木 町 第１生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.23ha 

362 蘇我町二丁目 第１生産緑地地区 約 0.05ha 一部廃止 △約 0.12ha 

492 誉田町一丁目 第５生産緑地地区 ― 廃  止 △約 0.16ha 

568 

 

武石町二丁目 

 

第１生産緑地地区 

（その１） 

約 0.22ha 仮換地指定 

（10 号から分割） 

 約 0.22ha 

  追加（増） 

廃止（減） 

 約 0.22ha 

△約 2.88ha 

『位置及び区域は計画図表示のとおり』 

 

＜理由＞ 

下記の理由により、生産緑地地区の位置、区域及び面積について変更をしようとするもの

である。 

１ 生産緑地法第１４条の規定により、行為の制限が解除され、生産緑地地区としての機能

が失われたため。 

２ 生産緑地法第８条第１項ただし書きの規定により、公共施設等の設置にかかる行為がな

され生産緑地地区としての機能が失われたため。 

３ 土地区画整理事業による仮換地指定が行われ、使用収益が開始されることから位置、区

域及び面積に変更が生じたため。 

 

 




























